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(57)【要約】
【課題】使用する部品点数を低減させ、コストを削減す
ることが可能な光コネクタを提供する。
【解決手段】
　光コネクタ１Ａは、シールドケース３が、ＦＯＴ２を
固定的に収容する箱部３１と、基板を貫通するためのグ
ランドピン３９とを含み、これらが形成されたシールド
材料で形成されている。このような構成により、シール
ドケース３からのＦＯＴ２の脱落を抑制するための他の
部材を要せず、部品点数を低減させ、コストを削減する
ことができる。また、グランドピン３９が固定部材の役
割を果すとともに、アースとしての役割も果たすことが
できるため、別途固定部材を要せず、部品点数を低減さ
せ、コストを削減することができる。さらに、固定とア
ースの半田付けを同時に行えるため、組み立てを簡易化
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口面を有するハウジングと、前記ハウジング内に固定される導光部材と、前記導光部
材との位置関係が規定されるとともに、発光又は受光用の窓を備え電磁的なシールドが要
求される光学部品と、前記光学部品を保持した状態で前記ハウジングの開口面に取り付け
られる保持部材と、を備え、基板に固定されて用いられる光コネクタであって、
　前記保持部材は、前記光学部品を固定的に収容する箱部と、前記基板を貫通するための
ピン部とを含み、これらがシールド材料で形成されていることを特徴とする光コネクタ。
【請求項２】
　前記光学部品は、前記窓が形成された面に突起部を備え、
　前記箱部は、前記突起部が形成された面と接する面に形成された前記突起部が嵌合する
形状の開口部により、前記光学部品を固定的に収容することを特徴とする請求項１に記載
の光コネクタ。
【請求項３】
　前記箱部は、前記開口部が形成された面に対向する面に、前記光学部品を前記開口部側
に押圧する押圧機構を備えていることを特徴とする請求項２に記載の光コネクタ。
【請求項４】
　前記導光部材は、前記窓が導光対象となるように前記保持部材を固定的に組み付けるた
めのガイド機構を備えていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の光
コネクタ。
【請求項５】
　前記ガイド機構は、固定された前記ハウジングとともに前記保持部材の外周を囲う壁を
形成することにより前記保持部材を固定的に組み付けることを特徴とする請求項４に記載
の光コネクタ。
【請求項６】
　前記箱部は、前記開口部が形成された面に沿った方向から前記光学部品を挿入する挿入
口を備え、
　前記突起部における前記光学部品の厚みは、前記挿入口の前記突起部に対応する方向の
幅よりも大きく、
　前記導光部材は、前記保持部材が前記ハウジングに取り付けられると、前記箱部の前記
開口部が形成された面の挿入口側を前記光学部品に圧接することを特徴とする請求項２又
は３に記載の光コネクタ。
【請求項７】
　前記箱部は、前記開口部が形成された面に沿った方向から前記光学部品を挿入する挿入
口を備え、
　前記箱部の前記開口部が形成された面は、前記挿入口に向かって広がるように形成され
た折曲部を備え、
　前記導光部材は、前記保持部材が前記ハウジングに取り付けられると、前記折曲部を前
記光学部品側に押すように当接する当接部を有することを特徴とする請求項２又は３に記
載の光コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＡ、ＦＡ、車載機等の光通信に用いられる光コネクタは、プラグタイプとレセプタク
ルタイプとに分類される、レセプタクルタイプの光コネクタは、回路基板に実装され、プ
ラグタイプの光コネクタを差し込むための差し込み口が形成されている。以下において、
特に断らない場合には、レセプタクルタイプの光コネクタを単に光コネクタと称するもの
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とする。
【０００３】
　従来より、光コネクタには、差し込まれたプイラグタイプの光コネクタを介した光信号
の送受信を行うための光学部品（ＦＯＴ（Fiber Optic Transceiver））が備えられてい
る（例えば特許文献１参照）。ＦＯＴは、電磁的なノイズ防止のためのシールドが必要と
されているため、図１２に示すように、ＦＯＴ２００は、金属製のシールドケース５００
に覆われた状態で、差し込み口が形成された樹脂製のハウジングに収容され、その上で図
示しない基板に固定されるようになっている。また、光コネクタには、プラグタイプの光
コネクタとＦＯＴとの間で光信号を仲介する導光部材（不図示）が用いられている。導光
部材は一般にレンズが用いられており、ハウジングに固定される。
【０００４】
　このような光コネクタにおいては、シールドケース５００からＦＯＴ２００が脱落する
ことを防ぐとともに、シールドケース５００内及びハウジング内でのＦＯＴ２００の位置
を安定させ、導光部材、ＦＯＴ間の光軸ズレの発生を抑制するため、取付補助具１４０が
用いられている。
【０００５】
　取付補助具１４０は、ＦＯＴ２００を覆ったシールドケース５００を固定的に保持し、
導光部材が固定されたハウジング３２０に取り付けられる。これにより、導光部材を介し
てプラグタイプの光コネクタとＦＯＴ２００との間で光信号を送受信できるような状態で
、導光部材とＦＯＴ２００との位置関係が固定されている（図１３）。また、光コネクタ
は、回路基板にハウジング３２０を固定すべく、固定部材が用いられる。固定部材は、半
田付けによって回路素子と同様に回路基板に固定できるように、樹脂製のハウジング３２
０とは独立した金属製のピンが用いられている。固定部材は金属製のピンの先がハウジン
グ３２０の回路取付側の面から突出する状態でハウジング３２０に複数個取り付けられる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２６６１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記のような光コネクタは、ＦＯＴ２００、シールドケース５００、ハ
ウジング３２０、導光部材の他に、ＦＯＴ２００を収容したシールドケース５００をハウ
ジング３２０に固定するための取付補助具１４０やハウジングを回路基板に取り付けるた
めの固定部材などを要し、使用する部品点数が多く、コストがかさんでしまうという問題
があった。
【０００８】
　本発明は、使用する部品点数を低減させ、コストを削減することが可能な光コネクタを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載された発明は、上記目的を達成するために、開口面を有するハウジング
と、前記ハウジング内に固定される導光部材と、前記導光部材との位置関係が規定される
とともに、発光又は受光用の窓を備え電磁的なシールドが要求される光学部品と、前記光
学部品を保持した状態で前記ハウジングの開口面に取り付けられる保持部材と、を備え、
基板に固定されて用いられる光コネクタであって、前記保持部材は、前記光学部品を固定
的に収容する箱部と、前記基板を貫通するためのピン部とを含み、これらがシールド材料
で形成されていることを特徴とする光コネクタである。
【００１０】
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　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載の光コネクタにおいて、前記光学部品は
、前記窓が形成された面に突起部を備え、前記箱部は、前記突起部が形成された面と接す
る面に形成された前記突起部が嵌合する形状の開口部により、前記光学部品を固定的に収
容することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載された発明は、請求項２に記載の光コネクタにおいて、前記箱部は、前
記開口部が形成された面に対向する面に、前記光学部品を前記開口部側に押圧する押圧機
構を備えていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載された発明は、請求項１から３のいずれか一項に記載の光コネクタにお
いて、前記導光部材は、前記窓が導光対象となるように前記保持部材を固定的に組み付け
るためのガイド機構を備えていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載された発明は、請求項４に記載の光コネクタにおいて、前記ガイド機構
は、固定された前記ハウジングとともに前記保持部材の外周を囲う壁を形成することによ
り前記保持部材を固定的に組み付けることを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に記載された発明は、請求項２又は３に記載の光コネクタにおいて、前記箱部
は、前記開口部が形成された面に沿った方向から前記光学部品を挿入する挿入口を備え、
前記突起部における前記光学部品の厚みは、前記挿入口の前記突起部に対応する方向の幅
よりも大きく、前記導光部材は、前記保持部材が前記ハウジングに取り付けられると、前
記箱部の前記開口部が形成された面の挿入口側を前記光学部品に圧接することを特徴とす
る。
【００１５】
　請求項７に記載された発明は、請求項２又は３に記載の光コネクタにおいて、前記箱部
は、前記開口部が形成された面に沿った方向から前記光学部品を挿入する挿入口を備え、
前記箱部の前記開口部が形成された面は、前記挿入口に向かって広がるように形成された
折曲部を備え、前記導光部材は、前記保持部材が前記ハウジングに取り付けられると、前
記折曲部を前記光学部品側に押すように当接する当接部を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に記載の光コネクタは、保持部材が、発光又は受光用の窓を備える光学部品を
固定的に収容する箱部と、基板を貫通するためのピン部とがシールド材料で形成されてい
る。このような構成により、保持部材からの光学部品の脱落を抑制するための他の部材を
要せず、部品点数を低減させ、コストを削減することができる。また、シールド材料で形
成されたピン部が固定部材の役割を果すとともに、アースとしての役割も果たすことがで
きるため、別途固定部材及びアース部材を要せず、部品点数を低減させ、コストを削減す
ることができる。さらに、固定とアースの半田付けを同時に行えるため、組み立てを簡易
化することができる。
【００１７】
　請求項２に記載の光コネクタは、光学部品が、窓が形成された面に突起部を備え、箱部
は、突起部が形成された面と接する面に形成された突起部が嵌合する形状の開口部により
、光学部品を固定的に収容する。このような構成により、突起部が開口部に嵌合し、光学
部品が保持部材により固定的に収容される。従って、保持部材からの光学部品の脱落や、
導光部材と光学部品との位置関係を規定して安定させるための他の部材を削減することが
できる。
【００１８】
　請求項３に記載の光コネクタは、箱部が、前記開口部が形成された面に対向する面に前
記光学部品を前記開口部側に押圧する押圧機構を備えている。このような構成により、突
起部が開口部に嵌合し、光学部品が保持部材にさらに固定的に収容される。従って、光学
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部品をより固定的に保持部材内に収容することができる。
【００１９】
　請求項４に記載の光コネクタは、導光部材が、窓が導光対象となるように保持部材を固
定的に組み付けるためのガイド機構を備えている。このような構成により、導光部材と光
学部品との位置関係を規定して安定させるための他の部材を要せず、部品点数を低減させ
、コストを削減することができる。
【００２０】
　請求項５に記載の光コネクタは、ガイド機構が、保持部材の外周を囲う壁により保持部
材を固定的に組み付ける。このような構成により、導光部材は保持部材をより固定的に組
み付けることができ、導光部材と光学部品との位置関係を規定して安定させることができ
る。
【００２１】
　請求項６に記載の光コネクタは、箱部が、光学部品を挿入する挿入口を備え、突起部に
おける光学部品の厚みが、挿入口の突起部に対応する方向の幅よりも大きく、導光部材は
、保持部材がハウジングに取り付けられると、箱部の開口部が形成された面の挿入口側を
光学部品に圧接する。このような構成により、光学部品を保持部材に挿入することにより
生じる、箱部の開口部が形成された面の開きを抑制することができ、シールド効果を高め
てノイズの発生を抑制することができる。
【００２２】
　請求項７に記載の光コネクタは、箱部が、光学部品を挿入する挿入口を備え、箱部の前
記開口部が形成された面が、挿入口に向かって広がるように形成された折曲部を備え、導
光部材は、保持部材がハウジングに取り付けられると、折曲部を光学部品側に押すように
当接する当接部を有する。このような構成により、光学部品の保持部材への収容を容易と
することができる。また、当接部により、折曲部の開きを抑制することができる。従って
、光学部品と箱部との間の隙間の発生を抑制してシールド効果を高めてノイズの発生を抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る光コネクタを示した斜視図である。
【図２】図１に示す光コネクタにおける保持部材への光学部品の収容を示した斜視図であ
る。
【図３】図２の保持部材及び光学部品を右側からみた断面図である。
【図４】図１に示す光コネクタにおけるハウジングへの導光部材の収容を示した斜視図で
ある。
【図５】図１に示す光コネクタにおけるハウジング及び光学部品を収容した保持部材を示
した図である。
【図６】図１に示す光コネクタにおけるハウジング及び光学部品を収容した保持部材を示
した図である。
【図７】図１に示す光コネクタの組み付け完了後を示した図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る光コネクタを示した図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る光コネクタにおける保持部材への導光部材の収容を
示した図である。
【図１０】第３実施形態に係る光コネクタにおける保持部材及び光学部品を示した図であ
る。
【図１１】第３実施形態に係る光コネクタを示した図である。
【図１２】従来の光コネクタを示した図である。
【図１３】従来の光コネクタを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
［第１実施形態］
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　以下、本発明の第１実施形態に係る光コネクタについて、図１を用いて説明する。本実
施形態に係る光コネクタは、プラグタイプの光コネクタと接続するレセプタクルタイプの
光コネクタであり、回路基板に実装されて用いられる。
【００２５】
　図１は、本実施形態に係る光コネクタ１Ａを示した斜視図である。光コネクタ１Ａは、
ＯＡ、ＦＡ、車載機等の光通信に用いられる。本図に示しているように、光コネクタ１Ａ
は、光学部品としての２つのＦＯＴ（（Fiber Optic Transceiver）、以下、ＦＯＴと称
する。）２と、保持部材としてのシールドケース３と、プラグタイプの光コネクタの差し
込み口となるコネクタ嵌合部４４が形成された略直方体状のハウジング４と、導光部材５
と、を備えている。ハウジング４のコネクタ嵌合部４４と反対側の面は開口面となってお
り外部に露出した空間（後述するＦＯＴ収容部４５）が形成されている。導光部材５は、
ハウジング４の開口面からハウジング４の内部に固定的に取り付けられる。シールドケー
ス３は、ＦＯＴ２を収容した状態で、開口面から導光部材５を挟むようにしてハウジング
４に固定的に取り付けられる。これにより、ハウジング４の開口面がシールドケース３で
覆われることによる。
【００２６】
　以降では、便宜的にコネクタ嵌合部４４側を前方、基板取付面を底面として、前後上下
方向を定め、前後方向（取り付け方向）をＸ軸、上下方向をＹ軸、これらに直交する軸を
Ｚ軸とする。Ｚ軸方向は、光コネクタ１Ａ幅方向に相当する。
【００２７】
　ＦＯＴ２は、光軸ズレを防ぐため導光部材５との位置関係を固定する必要があり、電磁
的なノイズを防ぐためシールドが必要な部材である。ＦＯＴ２は、光学素子を内蔵するＦ
ＯＴ本体２１と、そのＦＯＴ本体２１から突出する複数のリードフレーム２２と、を備え
ている。
【００２８】
　ＦＯＴ本体２１は、発光又は受光用の窓２３と、突起部２４と、を備えている。窓２３
は、ＦＯＴ本体２１の取り付け方向Ｘの前方の面の略中央に形成されており、ＦＯＴ本体
２１内の発光素子や受光素子の位置に対応しており略円形状に形成されている。上述のよ
うにＦＯＴ２は、当該窓２３の位置と導光部材５の後述するレンズ部５２ｃ，５２ｃとの
位置が対応するようにシールドケース３内で固定される必要がある。突起部２４は、略円
筒形に形成されており、窓２３の縁に沿った形状に形成され、窓２３の縁から取り付け方
向Ｘの前方に突出して設けられている。また、ＦＯＴ本体２１内の発光素子や受光素子は
、リードフレーム２２の一端と電気的に接続されている。
【００２９】
　リードフレーム２２は、その中間から他端にかけて真っ直ぐにのびるように形成されて
いる。リードフレーム２２の他端は、図示しない基板の回路上に設けられる孔に差し込ま
れる部分であって、その孔に差し込まれた後には、半田付けにより固定されるようになっ
ている。
【００３０】
　図２は、シールドケース３へのＦＯＴ２の収容を示した斜視図である。図３は、図２の
シールドケース３及びＦＯＴ２を右側からみた断面図である。シールドケース３は、ＦＯ
Ｔ本体２１，２１を覆って収容し、電磁的なシールドを行うための部材であって、導電性
を有する金属薄板（シールド材料）により全体が形成されている。シールドケース３は、
ＦＯＴ２を保持した状態でハウジング４の後述するＦＯＴ収容部４５（図４及び図５）に
取り付けられる。シールドケース３は、２つの箱部３１と、一対のアーム部３２と、を備
えている。
【００３１】
　箱部３１は、受光素子を収容するＦＯＴ本体２１を収容する箱部３１と発光素子を収容
するＦＯＴ本体２１を収容する箱部３１の２つが幅方向に並べて配されている。箱部３１
は、その底面に開口部を有する略箱状の部材であり、取り付け方向Ｘの前方に配された前
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面板３３と、前面板３３と対面し取り付け方向Ｘの後方に配された背面板３４と、を備え
ている（図３）。前面板３３は、収容したＦＯＴ本体２１内の発光素子や受光素子の位置
に対応する位置に開口部３５が形成されている。開口部３５は、ＦＯＴ本体２１の突起部
２４の形状に対応しており、ＦＯＴ本体２１の突起部２４が嵌合可能に形成されている。
【００３２】
　箱部３１の底面の開口部は、ＦＯＴ本体２１の挿入を可能とする挿入口３６を形成して
おり（図３）、ＦＯＴ本体２１は、前面板３３に沿った方向から当該挿入口３６に挿入さ
れる。ＦＯＴ本体２１がシールドケース３内に収容されると、突起部２４が開口部３５に
嵌合することによりシールドケース３内に固定される（図２及び３）。
【００３３】
　背面板３４は、収容したＦＯＴ本体２１を前面板３３側（開口部３５側）に押圧する押
圧機構３７を備えている（図３）。押圧機構３７は、箱部３１に収容されたＦＯＴ２を取
り付け方向Ｘの前方（前面板３３側）に押圧するものであり、例えば板ばねのような構成
が挙げられる。押圧機構３７に押圧されたＦＯＴ本体２１は、前面板３３側に押圧され、
突起部２４と開口部３５との嵌合を外れにくくし、ＦＯＴ２がシールドケース３内から脱
落することを抑制する。
【００３４】
　一対のアーム部３２は、シールドケース３の幅方向両端部から幅方向外側に延びた後、
略９０度に折れ曲がり、取り付け方向Ｘの前方側に向かって互いに平行に延びた略板状の
部材である。アーム部３２は金属薄板で一体成形されているため、幅方向に弾性変形する
。シールドケース３は、アーム部３２で、後述するハウジング４の両側壁４１ａを挟み込
むように開口面側からハウジング４に取り付けられる。
【００３５】
　アーム部３２は、係止突起３８ａと、ピン部であるグランドピン３９と、を備えている
。係止突起３８ａは、シールドケース３をハウジング４に取り付けて固定するための部材
である。係止突起３８ａは、ハウジング４の後述するハウジング係止部４２の凹部４２ｂ
に係止し、シールドケース３がハウジング４に取り付けられる。係止突起３８ａは、アー
ム部３２の幅方向外側の、取り付け方向Ｘの前方寄りに幅方向外側に突出して設けられた
突起部であり、取り付け方向Ｘの前方に向かうに従って幅方向内側に近づく傾斜を形成し
て設けられている。
【００３６】
　グランドピン３９は、金属薄板のシールド材料で形成されており、アーム部３２の下側
の辺の取り付け方向Ｘの前方寄りに、下方に延びて設けられている。グランドピン３９は
、シールド材料で構成されているため、シールドケース３がハウジング４に取り付けられ
た後、回路基板（図示せず）の固定穴に差し込まれて半田付けされることにより、光コネ
クタ１Ａを回路基板に固定する、固定部材の役割を果たすことができる。また、グランド
ピン３９は、シールドケース３を回路基板の基準電位に接続する役割も果たしている。従
って、グランドピン３９は、別途固定部材やアース部材を必要とせず、部品点数を削減す
ることができる。
【００３７】
　図４は、ハウジング４への導光部材５の収容を示した斜視図である。ハウジング４は、
絶縁性を有する合成樹脂材料により成形されるハウジング本体４１と、係止突起３８ａと
係止するハウジング係止部４２と、を備えている。ハウジング本体４１は、その内部が隔
壁４３により、コネクタ嵌合部４４と、ＦＯＴ収容部４５と、に仕切られている。コネク
タ嵌合部４４は、ハウジング４において取り付け方向Ｘの前方寄りに形成された空間であ
り、取り付け方向Ｘの前方が開口している。コネクタ嵌合部４４は、プラグタイプの光コ
ネクタ（図示省略）が差し込まれると、これを嵌合することができるように形成されてい
る。
【００３８】
　ＦＯＴ収容部４５は、ハウジング４において取り付け方向Ｘの後方に形成された空間で
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あり、取り付け方向Ｘの後方と底面が開口している。ＦＯＴ収容部４５には、導光部材５
と、シールドケース３に収容されたＦＯＴ２とが収容される。ＦＯＴ収容部４５の底面の
開口からは、ＦＯＴ２の複数のリードフレーム２２が導出される。
【００３９】
　隔壁４３には、一対の貫通孔４３ａ，４３ａ（図においては一方のみが示されている）
が幅方向に並んで形成されている。ＦＯＴ収容部４５とコネクタ嵌合部４４とは、貫通孔
４３ａを介して連通するように形成されている。
【００４０】
　貫通孔４３ａの内面及び傾斜部４３ｂは、導光部材５の後述する差込部５２の形状に対
応して形成されており、差込部５２は貫通孔４３ａに差し込まれて嵌合しハウジング４に
固定される。このような構成により、ハウジング４において導光部材５を固定することが
できる。本例では、貫通孔４３ａは、略円筒形に形成されており、その内面は、上下方向
の上側と下側に、取り付け方向Ｘの後方側端部から略中間部までは前方に向かうに従って
その径が小さくなる傾斜部４３ｂが形成されている。また、その内面は、略中間部から取
り付け方向Ｘの前方側端部まではその径が均一に形成されている。
【００４１】
　次に、ハウジング係止部４２について、図５から図７を用いて説明する。図５（ａ）は
、ハウジング４及びＦＯＴ２を収容したシールドケース３の斜視図であり、図５（ｂ）は
、ハウジング４及びＦＯＴ２を収容したシールドケース３の右側から見た断面図である。
また、図６（ａ）は、ハウジング４及びＦＯＴ２を収容したシールドケース３の上面図で
あり、図６（ｂ）は、ハウジング係止部４２及び係止突起３８ａの拡大図である。図７（
ａ）は、組み付け完了後の光コネクタ１Ａを右側から見た断面図であり、図７（ｂ）は、
その上面図である。
【００４２】
　ハウジング係止部４２，４２は、ハウジング本体４１の幅方向の側壁４１ａの外側であ
って、ハウジング４の取り付け方向Ｘの略中央部に設けられている。また、ハウジング係
止部４２は、シールドケース３をハウジング４に取り付けた際に、シールドケース３の係
止突起３８ａが配される位置に対応して設けられている。このように設けることで、ハウ
ジング４をその略中央部において固定することができるため、安定してハウジング４を固
定することができる。
【００４３】
　図６（ｂ）に示すように、ハウジング係止部４２は、取り付け方向Ｘの後方の面及び上
面が開口した中空の箱状部材である。ハウジング係止部４２の内部には、アーム部３２の
進入をガイドする空間であるガイド溝４２ａと、ガイド溝４２ａにおいて幅方向の外側方
向に窪んで形成された凹部４２ｂが形成されている。ガイド溝４２ａは、シールドケース
３をハウジング４に取り付ける際に、アーム部３２が進行する経路である。アーム部３２
はガイド溝４２ａにおいて、係止突起３８ａがガイド溝４２ａの幅方向の外側の面に当た
ることにより幅方向の内側方向に弾性変形した状態で進行する。アーム部３２が、凹部４
２ｂに到達すると、アーム部３２の弾性変形した状態が解除され、係止突起３８ａと係止
突起３８ａとが係止する（図７（ｂ））。これによりシールドケース３がハウジング４に
取り付けられる。
【００４４】
　導光部材５は、図５（ｂ）に示すように、その内部に凸レンズ機能を有する後述する一
対のレンズ部５２ｃが形成されている。レンズ部５２ｃのうち一方はＦＯＴ２の発光素子
からの光を光ファイバ側に集光し、他方は光ファイバからの光をＦＯＴ２の受光素子に集
光する。導光部材５は、板状部材５１と、貫通孔４３ａの内面形状に対応して形成された
一対の差込部５２，５２と、シールドケース３を固定するガイド機構５３と、を備え、光
透過性を有する透明な合成樹脂材料により成形されている。板状部材５１は、幅方向に延
びた略長方形の板状部材であり、その略中央には、取り付け方向Ｘの前方に立設した一対
の差込部５２が設けられている。
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【００４５】
　差込部５２は、貫通孔４３ａの内面形状に対応して形成されており、一対の差込部５２
，５２を一対の貫通孔４３ａ，４３ａに差し込んで嵌合することにより、導光部材５はＦ
ＯＴ収容部４５内に保持されて固定される。このような構成により、ハウジング４におい
て導光部材５が固定される。本例では、差込部５２は、主導光部５２ａと、主導光部５２
ａの上下方向に設けられた略板状の一対のテーパ部５２ｂと、を備えている。主導光部５
２ａは、略円筒形に形成されており、その内部に凸レンズ機能を有する一対のレンズ部５
２ｃが形成されている。テーパ部５２ｂは、板状部材５１側から先端部に向かうに従って
（取り付け方向Ｘの前方に向かうに従って）次第に主導光部５２ａの円筒形の円の中心部
に近づく傾斜を設けて形成されている。
【００４６】
　ガイド機構５３は、ハウジング４に固定された後、ハウジング４とともにシールドケー
ス３を囲う壁を形成することにより、シールドケース３をハウジング４内に固定的に組み
付ける。ガイド機構５３は、板状部材５１の上側の端部から立設した上側ガイド部５３ａ
と、板状部材５１の下側の端部から立設した下側ガイド部５３ｂと、により形成されてい
る。このような構成により、ガイド機構５３は、シールドケース３を固定的に組み付ける
ことができる。また、ガイド機構５３と、側壁４１ａとは、ＦＯＴ収容部４５内において
、シールドケース３の形状に対応して、シールドケース３を収容した際にシールドケース
３の外周を囲う壁を形成している。このような構成により、ガイド機構５３は、シールド
ケース３をより固定的に組み付けることができる。
【００４７】
　上側ガイド部５３ａは、幅方向に延びた長方形の略板状の部材であり、ＦＯＴ収容部４
５の上面（ハウジング本体４１の上壁内面４１ｂ）に沿って、ＦＯＴ収容部４５内に配さ
れる。下側ガイド部５３ｂは、幅方向に延びた長方形の略板状の部材であり、ＦＯＴ本体
２１，２１から突出する複数のリードフレーム２２を導出するための導出口５３ｃが形成
されている。
【００４８】
　次に、上記構成に基づいて光コネクタ１Ａの組み付けを、図２から図７を用いて説明す
る。第１工程は、図２及び図３に示すように、シールドケース３の箱部３１の箱状部材内
に、ＦＯＴ２を、底面の挿入口３６から挿入して収容するものである。ＦＯＴ本体２１は
、箱部３１の押圧機構３７を取り付け方向Ｘの後方側（図３において右方向）に押しなが
ら箱部３１内に進入する。この時、押圧機構３７は、弾性変形して取り付け方向Ｘの後方
に押されている（図３（ｂ））。また、突起部２４により、前面板３３は、挿入口３６寄
りの端部が取り付け方向の前方側に反って押し広げられている（図３（ｂ））。
【００４９】
　ＦＯＴ本体２１が箱部３１の所定の収容位置まで到達すると、突起部２４は開口部３５
が形成された位置に到達する。この時、押圧機構３７が取り付け方向Ｘの前方側へＦＯＴ
本体２１を押圧しているため、ＦＯＴ本体２１は、前面板３３側に押し付けられる。突起
部２４は箱部３１の外側に飛び出し、突起部２４は、開口部３５に嵌合する。これにより
、ＦＯＴ２がシールドケース３に固定的に収容される。
【００５０】
　第２工程は、図４に示すように、ハウジング４のＦＯＴ収容部４５に、取り付け方向Ｘ
の後方に形成された開口面から導光部材５を挿入するものである。導光部材５の一対の差
込部５２，５２を一対の貫通孔４３ａ，４３ａに嵌合させ、導光部材５をハウジング４内
に固定する。なお、第１工程と第２工程は、同時に行ってもよいし、順序が逆でもよい。
【００５１】
　第３工程は、図５及び図６に示すように、導光部材を固定したハウジング４のＦＯＴ収
容部４５に、ＦＯＴ２，２を収容したシールドケース３を取り付けるものである。まず、
一対のアーム部３２でハウジング４を挟み込むように、シールドケース３を、取り付け方
向Ｘの前方に進行させる。この時、シールドケース３の箱部３１はＦＯＴ収容部４５内に
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進入し、導光部材５の上側ガイド部５３ａと下側ガイド部５３ｂとに囲まれる位置に位置
付けられ、固定的に組み付けられる（図７（ａ））。
【００５２】
　また、この時、アーム部３２は、ハウジング係止部４２の取り付け方向Ｘの後方の開口
から、ハウジング係止部４２のガイド溝４２ａに沿ってハウジング係止部４２の中に進入
する。係止突起３８ａが、凹部４２ｂの位置に達すると、係止突起３８ａが凹部４２ｂに
係止し、シールドケース３がハウジング４に取り付けられる（図７（ａ）（ｂ））。これ
により光コネクタ１Ａの構成部品の取付が完了する。
【００５３】
　このように組み付けられた光コネクタは、シールドケース３に設けられたグランドピン
３９，３９により、ハウジング４の組み付け方向Ｘの略中央において、半田付けにより基
板に固定される。このように、グランドピン３９が固定部材の役割を果すとともに、アー
スとしての役割も果しているため、別途固定部材を要せず、部品点数を低減させ、コスト
を削減することができる。また、固定とアースの半田付けを同時に行えるため、組み立て
を簡易化することができる。
【００５４】
　本実施形態に係る光コネクタ１Ａは、ＦＯＴ２が突起部２４を備え、箱部３１の前面板
３３には、突起部２４に対応した形状の開口部３５が形成されている。このような構成に
より、突起部２４が開口部３５に嵌合し、ＦＯＴ２がシールドケース３に固定的に収容さ
れる。従って、シールドケース３からのＦＯＴ２の脱落を抑制することができる。つまり
、本実施形態に係る光コネクタ１Ａは、シールドケース３からのＦＯＴ２の脱落を抑制す
るための他の部材を要せず、部品点数を低減させ、コストを削減することができる。
【００５５】
　また、本実施形態に係る光コネクタ１Ａは、シールドケース３が、基板に電気的に接続
され、導電性を有するグランドピン３９，３９を備えている。このような構成により、グ
ランドピン３９が固定部材の役割を果すとともに、アースとしての役割も果している。従
って、別途固定部材を要せず、部品点数を低減させ、コストを削減することができる。ま
た、固定とアースの半田付けを同時に行えるため、組み立てを簡易化することができる。
【００５６】
　また、本実施形態に係る光コネクタ１Ａは、背面板３４が、ＦＯＴ本体２１を前面板３
３側に押圧する押圧機構３７を備えている。このような構成により、箱部３１において、
ＦＯＴ本体２１をより固定的に収容することができる。
【００５７】
　また、本実施形態に係る光コネクタ１Ａは、導光部材５が、ガイド機構５３を備えてい
る。このような構成により、ハウジング４にシールドケース３が取り付けられた際に、シ
ールドケース３を導光部材５に固定的に組み付けることができる。従って、シールドケー
ス３内及びハウジング内でのＦＯＴ２の位置を安定させ、光軸ズレの発生を抑制すること
ができる。つまり、本実施形態に係る光コネクタ１Ａは、シールドケース３内及びハウジ
ング内でのＦＯＴ２の位置を安定させるための他の部材を要せず、部品点数を低減させ、
コストを削減することができる。
【００５８】
　また、本実施形態に係る光コネクタ１Ａは、ガイド機構５３が、シールドケース３の形
状に対応して、シールドケース３を収容した際にシールドケース３の外周を囲う壁を形成
している。このような構成により、ガイド機構５３は、シールドケース３を固定的に組み
付けることができ、シールドケース３内及びハウジング内でのＦＯＴ２の位置をより安定
させることができる。
【００５９】
［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態に係る光コネクタ１Ｂについて図３及び図８を参照しながら説明
する。本実施形態の光コネクタ１Ｂは、第１実施形態の光コネクタ１Ａにおける導光部材
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５が、ＦＯＴ２と前面板３３との間の隙間の発生を抑制する圧接手段５４を備えて構成さ
れている。なお、図８において、前述した第１実施形態と同一構成部分には、同一符号を
付すとともに、上記第１実施形態と同一の構成及び動作に関しては説明を省略する。
【００６０】
　図８は、本実施形態に係る光コネクタ１Ｂを右側から見た断面図である。図８（ａ）（
ｂ）に示すように導光部材５の板状部材５１は、下側ガイド部５３ｂ寄りの位置であって
、箱部３１の前面板３３の挿入口３６寄りの端部（下側端部）近傍に対応する位置に、当
該下側端部に圧接する圧接手段５４を備えている。圧接手段５４は、板状部材５１から取
り付け方向Ｘの後方に突出した突起部であり、板状部材５１の幅方向の一端から他端まで
細長く延びて形成されている。圧接手段５４は、シールドケース３がハウジング４に取り
付けられた際に、前面板３３の挿入口３６寄りの端部に圧接し、当該端部を取り付け方向
Ｘの後方に押圧する（図８（ｂ））。
【００６１】
　また、図８（ａ）（ｂ）に示すように、ＦＯＴ本体２１の突起部２４における厚み（取
り付け方向Ｘの厚み）は、挿入口３６の突起部２４に対応する方向（取り付け方向Ｘ）の
幅よりも大きく形成されている。そのため、図３に示すように、ＦＯＴ本体２１をシール
ドケース３の箱部３１内へ収納する際には、突起部２４の存在により、ＦＯＴ２は、前面
板３３の挿入口３６寄りの端部に引っかかっる。そのため、前面板３３の挿入口３６寄り
の端部を取り付け方向Ｘの前方側に押し広げてＦＯＴ本体２１を箱部３１に進入させる。
これにより、箱部３１内にＦＯＴ２が収容されても、前面板３３の挿入口３６寄りの端部
は開いた状態のままとなる場合がある。また、押圧機構３７により、ＦＯＴ本体２１が取
り付け方向Ｘの前方側に押圧されているため、前面板３３の挿入口３６寄りの端部は後方
側に戻りにくい場合がある。
【００６２】
　本実施形態に係る光コネクタ１Ｂは、板状部材５１が、前面板３３の挿入口３６寄りの
端部に対応する位置に圧接手段５４を備えているため、ＦＯＴ２をシールドケース３に挿
入することにより生じる、前面板３３の取り付け方向Ｘの前方側への開きを抑制すること
ができる。従って、ＦＯＴ２と前面板３３との間の隙間の発生を抑制してシールド効果を
高めることにより、ノイズの発生を抑制することができる。
【００６３】
［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態に係る光コネクタ１Ｃについて図９から図１１を参照しながら説
明する。図９は、シールドケース３への導光部材５の収容を示した斜視図である。図１０
は、図９のシールドケース３及びＦＯＴ２を右側からみた断面図である。図１１（ａ）は
、ハウジング４及びＦＯＴ２を収容したシールドケース３の右側から見た断面図であり、
図１１（ｂ）は、組み付け完了後の光コネクタ１Ｃを右側から見た断面図である。
【００６４】
　本実施形態の光コネクタ１Ｃは、ＦＯＴ本体２１の箱部３１への挿入を容易とすべく、
第１実施形態の光コネクタ１Ａにおける前面板３３が、挿入口３６に向かって広がるよう
に形成された折曲部６を有している。また、本実施形態の光コネクタ１Ｃは、第１実施形
態の光コネクタ１Ａにおける板状部材５１が、シールドケース３がハウジング４に取り付
けられた際に、取り付け方向Ｘの前方から折曲部６に当接する当接部５５を有している。
なお、図９から図１１において、前述した第１実施形態と同一構成部分には、同一符号を
付すとともに、上記第１実施形態と同一の構成及び動作に関しては説明を省略する。
【００６５】
　図９から図１１に示すように、箱部３１の前面板３３は、その上下方向略中央部に幅方
向に延びた折り曲げ線６１が形成されている。また、前面板３３と、前面板３３及び背面
板３４を繋ぐ側板６２との接合部分は、挿入口３６寄りの端部から折り曲げ線６１まで隙
間６３が形成されている。このような構成により、前面板３３は、当該折り曲げ線６１を
基点として、前面板３３の挿入口３６寄りの端部が取り付け方向Ｘの前方側に、つまり背
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面板３４から離れるように折り曲げられている。当該折り曲げられた部分は折曲部６を形
成している。折曲部６は、挿入口３６に向かって取り付け方向Ｘの前方側に広がるように
形成されている。
【００６６】
　導光部材５の板状部材５１は、下側ガイド部５３ｂ寄りの位置であって、箱部３１の前
面板３３の挿入口３６寄りの端部（折曲部６の先端部）近傍に対応する位置が当接部５５
を形成している。当接部５５は、導光部材５がシールドケース３と組み合わされた際に、
折曲部６の先端部を後ろ方向に押し、折曲部６の先端部とＦＯＴ２との隙間６３が閉じる
ようにする。
【００６７】
　次に、上記構成に基づいて光コネクタ１Ｃの組み付けを、図９から図１１を用いて説明
する。ＦＯＴ本体２１は、箱部３１の押圧機構３７を取り付け方向Ｘの後方側に押しなが
ら箱部３１内に進入する。この時、押圧機構３７は、弾性変形して取り付け方向Ｘの後方
に押されている（図１０）。また、この時、折曲部６は取り付け方向Ｘの前方側に反って
おり、突起部２４が、折曲部６の先端部に引っかかることはない。折曲部６はＦＯＴ２が
シールドケース３に固定的に収容された後も、折曲部６は取り付け方向Ｘの前方側に反っ
たままである（図１１（ａ））。シールドケース３の箱部３１が導光部材５に組み合わせ
られると、折曲部６の先端部は板状部材５１の当接部５５に当接し、折曲部６は背面板３
４側に押圧されて、隙間６３を閉じた状態で固定される。
【００６８】
　本実施形態に係る光コネクタ１Ｃは、前面板３３が、当該取り付け方向Ｘの前方側に折
り曲げられた折曲部６を有している。このような構成により、挿入口３６の開口面積が広
くなり、ＦＯＴ本体２１を箱部３１に挿入する際に、突起部２４が折曲部６の先端部に引
っかかることがない。従って、ＦＯＴ２のシールドケース３への収容を容易とすることが
できる。また、当接部５５により、折曲部６の取り付け方向Ｘの前方側への開きを抑制す
ることができる。従って、ＦＯＴ２と前面板３３との間の隙間の発生を抑制してシールド
効果を高めることにより、ノイズの発生を抑制することができる。
【００６９】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、当該実
施形態に限定されるものではない。即ち、当業者は、従来公知の知見に従い、本発明の骨
子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。かかる変形によってもなお本
発明の光コネクタの構成を具備する限り、勿論、本発明の範疇に含まれるものである。
【００７０】
　例えば、上記実施形態においては、ＦＯＴ２が突起部２４を備え、箱部３１が開口部３
５を備え、突起部２４と開口部３５とが嵌合してＦＯＴ２が箱部３１に固定的に収容され
る構成としたが、シールドケース３内にＦＯＴ２を固定的に収容することができればこれ
に限定されることはない。例えば、箱部３１の内面及びＦＯＴ本体２１の外周面に互いに
係止する係止部を設けて固定的に収容する構成としてもよい。
【００７１】
　また、上記実施形態においては、導光部材５が、シールドケース３を固定するガイド機
構５３を備える構成としたが、シールドケース３を固定することができればこれに限定さ
れることはない。例えば、他の部材を用いてシールドケース３を固定した場合には、ガイ
ド機構５３を備えない構成としてもよい。
【００７２】
　また、上記実施形態においては、ガイド機構５３が、板状部材５１の上側の端部から立
設した上側ガイド部５３ａと、板状部材５１の下側の端部から立設した下側ガイド部５３
ｂと、側壁４１ａの内面と、を含んで構成されている構成としたが、これに限定されるこ
とはなく、例えば、上側ガイド部５３ａと下側ガイド部５３ｂによりシールドケース３を
固定的に組み付ける構成としてもよい。
【００７３】
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　また、上記実施形態においては、ＦＯＴ本体２１の窓２３，２３が、図示しない発光素
子や受光素子の位置に合わせて略円形状に形成されている構成としたが、内蔵する発光素
子や受光素子の位置にあわせて形成されていれば、その形状は特に限定されることはなく
、例えば楕円形状でもよい。
【００７４】
　また、上記実施形態においては、シールドケース３の箱部３１が、その底面が開口部を
有し、当該開口部によって構成される挿入口３６からＦＯＴ２，２をシールドケース内に
収容する構成としたが、これに限定されることはない。例えば、底面が閉口し、側面が開
口可能に設けられている場合には、当該開口部からＦＯＴ２，２を収容してもよい。
【００７５】
　また、上記実施形態における差込部５２及び貫通孔４３ａは、上記の形状でなくてもよ
い。また、テーパ部５２ｂも上下どちらか一方でもよい。
【００７６】
　また、上記実施形態においては、圧接手段５４が、板状部材５１から取り付け方向Ｘの
後方に突出して、板状部材５１の幅方向の一端から多端まで延びて形成されている構成と
したが、前面板３３の挿入口３６側の端部の広がりを押えられれば、これに限定されるこ
とはない。例えば、前面板３３，３３の挿入口３６側の端部に対応するそれぞれの位置に
２つの圧接手段５４を設けてもよい。
【符号の説明】
【００７７】
　１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　　光コネクタ
　２　　　　　　　　　ＦＯＴ（光学部品）
　２３　　　　　　　　窓
　２４　　　　　　　　突起部
　３　　　　　　　　　シールドケース（保持部材）
　３１　　　　　　　　箱部
　３３　　　　　　　　前面板（開口部が形成された面）
　３４　　　　　　　　背面板（開口部が形成された面に対向する面）
　３５　　　　　　　　開口部
　３６　　　　　　　　挿入口
　３７　　　　　　　　押圧機構
　３９　　　　　　　　グランドピン（ピン部）
　４　　　　　　　　　ハウジング
　４５　　　　　　　　ＦＯＴ収容部（開口面）
　５　　　　　　　　　導光部材
　５３　　　　　　　　ガイド機構
　５４　　　　　　　　圧接手段
　５５　　　　　　　　当接部
　６　　　　　　　　　折曲部
　Ｘ　　　　　　　　　取り付け方向
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